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 第一に、《史料Ａ》《史料Ｂ》《史料Ｃ》をすべて、書き下すか、現代日本語に訳してく

ださい。 
 第二に、これらの史料を適切に利用して、唐律における謀殺、故殺、闘殺および過失殺の

意義とそれらの相違について、簡潔に説明してください。 
 第三に、このような殺人の類型分類に関して、解答者独自の視点から論理的な批判を加え

てください。 

 

《史料Ａ》（唐賊盗律 9 条）諸謀殺人者。徒三年。已傷者。絞。已殺者。斬。 
 
《史料Ｂ》（唐闘訟律 5 条）諸闘殴殺人者。絞。以刃及故殺人者。斬。 
 
《史料Ｃ》（唐闘訟律 38 条）諸過失殺傷人者。各依其状。以贖論［謂耳目所不及。思慮所

不到。共挙重物。力所不制。若乗高履危足跌。及因撃禽獣。以致殺傷之属。皆是］。 
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